
証券コード 3445
2021年３月12日

株 主 各 位

東 京 都 品 川 区 大 井 一 丁 目 47 番 1 号

株式会社ＲＳ Ｔｅｃｈｎｏｌｏｇｉｅｓ
代表取締役社長 方 永 義

第11回定時株主総会招集ご通知
拝啓 平素は格別のご高配を賜り、厚く御礼申し上げます。

さて、当社第11回定時株主総会を下記により開催いたしますので、ご通知申し上げ
ます。

なお、当日のご出席に代えて、書面によって議決権を行使することができますので、
後記の株主総会参考書類をご検討いただき、お手数ながら同封の議決権行使書用紙に
議案に対する賛否をご表示いただき、2021年３月29日（月曜日）営業時間の終了時

（午後６時）までに到着するようご返送くださいますようお願い申し上げます。
敬 具

記
1. 日 時 2021年３月30日（火曜日）午前10時（受付開始：午前９時30

分）
2. 場 所 東京都品川区大井１－50－５アワーズイン阪急ツイン館４階
3. 目的事項

報告事項 １．第11期（2020年１月１日から2020年12月31日まで）事業
報告及び連結計算書類並びに会計監査人及び監査役会の連結
計算書類監査結果報告の件

２．第11期（2020年１月１日から2020年12月31日まで）計算
書類報告の件

決議事項
議 案 取締役９名選任の件

以 上
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〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰
〈お願い〉
◎当日ご出席の際は、お手数ながら同封の議決権行使書用紙を会場受付にご提出くだ
さいますようお願い申し上げます。
また、開会時刻直前には受付の混雑が予想されますので、お早めにご来場くださいま
すようお願い申し上げます。
◎資源節約のため、当日ご出席の際には、この「第11回定時株主総会招集ご通知」を
ご持参くださいますようお願い申し上げます。
〈お知らせ〉
◎株主総会参考書類並びに事業報告、計算書類及び連結計算書類に修正が生じた場合
は、 修 正 後 の 事 項 を イ ン タ ー ネ ッ ト 上 の 当 社 ウ ェ ブ サ イ ト （ア ド レ ス
https://www.rs-tec.jp）に掲載させていただきます。
◎昨年から、株主総会ご出席株主様へのお土産を取りやめさせていただいております。
何卒ご理解くださいますようお願い申し上げます。
◎株主総会終了後の懇親会は予定しておりません。予めご了承のほどお願い申し上げ
ます。

― 2 ―



　（添付書類）
事 業 報 告

（2020年１月１日から2020年12月31日まで）

1. 企業集団の現況に関する事項
(1) 当連結会計年度の事業の状況

① 事業の経過及び成果
当連結会計年度における世界経済は、COVID-19の世界的大流行により経済

活動が抑制され、急速に減速し非常に厳しい状況になっております。日本経済
もCOVID-19により抑制されていた経済活動が再開し、足元の景気動向の持ち
直しが徐々に見られるものの、回復は当面緩やかに推移するものと見込まれ、
業種・業態などで回復状況・時期に差が生じるものと思われます。

当社グループにおいては、ウェーハ再生事業は顧客の需要が底堅く順調に推
移しました。半導体関連装置・部材等事業は営業体制強化等により順調に推移
しています。プライムシリコンウェーハ製造販売事業はCOVID-19及び工場移
転による影響等により、一時的に伸び悩んでおりますが、グループ全体として
は事業計画対比、順調に推移しております。

以上の結果、当連結会計年度における当社グループの売上高は25,561,984
千円（前年同期比4.3％増）となりました。営業利益は4,530,187千円（前年
同期比4.0％減）となり、経常利益は5,252,725千円（前年同期比3.0％減）、
親会社株主に帰属する当期純利益は2,824,699千円（前年同期比7.0％減）と
なりました。

事業のセグメント別の業績を示すと次のとおりです。

（ウェーハ再生事業）
ウェーハ再生事業におきましては、国内外再生市場の需要が堅調に推移した

ことなどから、売上高は11,449,320千円（前年同期比6.3％増）、セグメント
利益（営業利益）は4,027,380千円（前年同期比1.3％減）となりました。

（プライムシリコンウェーハ製造販売事業）
プライムシリコンウェーハ製造販売事業におきましては、COVID-19及び工

場移転影響等により、売上高は7,762,816千円（前年同期比19.4％減）、セグ
メント利益（営業利益）は1,041,439千円（前年同期比30.7％減）となりまし
た。
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（半導体関連装置・部材等）
半導体関連装置・部材等におきましては、事業の安定化、営業体制強化等に

より、売上高は6,279,570千円（前年同期比55.6％増）、セグメント利益（営
業利益）は211,188千円（前年同期比23.3％増）となりました。

（その他）
その他におきましては、ソーラー事業及び技術コンサルティングの業績を示

しており、売上高は70,276千円（前年同期比11.9％増）、セグメント利益（営
業利益）は57,063千円（前年同期比890.3％増）となりました。

② 設備投資の状況
当連結会計年度中において実施いたしました設備投資の総額は12,409,372

千円であります。その主なものは山東有研半導体材料有限公司の新工場建設
10,378,546千円や艾爾斯半導體股份有限公司における洗浄機・研磨機などの
購入1,038,762千円であります。

（2) 資金調達等についての状況
連結子会社である山東有研半導体材料有限公司の新工場建設に際し、中華人民

共和国山東省徳州市より補助金2,531,186千円を受領しております。

― 4 ―



（3) 財産及び損益の状況
① 企業集団の財産及び損益の状況

　

期 別

区 分
第８期

（2017年12月期）
第９期

（2018年12月期）
第10期

（2019年12月期）
第11期

（当連結会計年度）
（2020年12月期）

売 上 高 （千円） 10,932,483 25,478,801 24,501,516 25,561,984

経 常 利 益 （千円） 3,159,937 6,141,764 5,416,503 5,252,725

親会社株主に帰属する当期純利益 （千円） 2,113,030 3,620,811 3,035,949 2,824,699

１株当たり当期純利益 （円） 190.56 294.80 236.98 219.15

総 資 産 （千円） 12,230,892 36,591,099 48,634,341 58,750,401

純 資 産 （千円） 5,525,899 29,137,946 35,981,456 40,365,716

１ 株 当 た り 純 資 産 額 （円） 494.20 1,417.95 1,619.51 1,838.36
　

（注）1. １株当たり当期純利益は期中平均発行済株式数に基づき算出しております。
2. １株当たり純資産額は期末発行済株式数（自己株式数を控除しております）により算出し

ております。
3. 2017年７月１日付で普通株式１株につき２株の株式分割を行っております。第８期の期首

に当該株式分割が行われたと仮定して、１株当たり当期純利益及び１株当たり純資産額を
算定しております。

4. 第８期の数値については、不適切な会計処理に伴う誤謬の訂正後の数値を記載しておりま
す。

5. 「『税効果会計に係る会計基準』の一部改正」（企業会計基準第28号 2018年２月16日）等
を第10期の期首から適用しており、第９期の総資産については、当該会計基準等を遡って
適用した後の数値となっております。

② 当社の財産及び損益の状況
　

期 別

区 分
第８期

（2017年12月期）
第９期

（2018年12月期）
第10期

（2019年12月期）
第11期

（当事業年度）
（2020年12月期）

売 上 高 （千円） 8,447,540 10,557,894 9,447,887 11,532,896

経 常 利 益 （千円） 2,279,859 2,885,637 2,122,051 2,043,879

当 期 純 利 益 （千円） 1,421,605 2,066,242 1,458,308 1,175,909

１株当たり当期純利益 （円） 128.20 168.23 113.83 91.23

総 資 産 （千円） 9,628,863 20,086,184 21,928,299 24,120,168

純 資 産 （千円） 5,348,280 16,817,456 18,259,063 19,430,258

１ 株 当 た り 純 資 産 額 （円） 478.30 1,312.81 1,416.13 1,490.93
　

（注）1. １株当たり当期純利益は期中平均発行済株式数に基づき算出しております。
2. １株当たり純資産額は期末発行済株式数（自己株式数を控除しております）により算出し
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ております。
3. 2017年７月１日付で普通株式１株につき２株の株式分割を行っております。第８期の期首

に当該株式分割が行われたと仮定して、１株当たり当期純利益及び１株当たり純資産額を
算定しております。

4. 第８期の数値については、不適切な会計処理に伴う誤謬の訂正後の数値を記載しておりま
す。

5. 「『税効果会計に係る会計基準』の一部改正」（企業会計基準第28号 2018年２月16日）等
を第10期の期首から適用しており、第９期の総資産については、当該会計基準等を遡って
適用した後の数値となっております。

（4) 対処すべき課題
当社グループの主要な事業であるウェーハ再生事業は、半導体市場の影響を受

けます。足許において、世界の長期的な半導体需要は増加傾向にあり、半導体メ
ーカーからの需要も増加しております。このような中、当社グループとしては国
内国外を問わず半導体メーカーの需要を取り込む必要があります。また、日々進
歩しているプライムウェーハ製造工程結晶技術や、再生加工工程における微細化
技術の開発にも対応していく必要があります。当社グループはこのような経営環
境の中で以下の事項を対処すべき課題として認識しております。

　A. 技術開発
① ８インチ（200ｍｍ）ウェーハの世界標準の結晶技術を早急に確立し、プ

ライムウェーハ事業を安定化すること。
② 世界最先端の微細化技術に適応する12インチ（300ｍｍ）ハイエンド向け

再生技術を開発、事業化すること。
　B. 営業施策

① アメリカ・欧州・台湾・シンガポール・中国・韓国をはじめとする海外と
の取引を更に強化すること。

② 大手半導体デバイスメーカーとの安定的取引を確保すること。
③ モニタウェーハ及びターゲット材（※）の販売を強化すること。
④ 半導体関連商品の販売を強化すること。

　C. 製造体制
① 半導体デバイスの高集積度化に対応すること。
② 最先端設備を拡充すること。
③ 高度な知識・技能を有する人材を確保すること。

　D. 海外進出
① 主要な半導体メーカーの需要に適時に対応するため海外進出をすること。
※ターゲット材 半導体を加工する時の補助材料

当社グループといたしましては、上記の施策を着実に実行することにより、更
なる企業価値の向上を図っていく所存であります。
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株主の皆様におかれましては、今後とも格別のご支援を賜りますようお願い申
し上げます。

（5) 主要な事業内容（2020年12月31日現在）
　

事業区分 事業内容

ウェーハ再生事業 シリコンウェーハ再生事業及び販売事業
酸化膜成膜加工サービス事業

プライムシリコンウェーハ製造販売事業
プライムシリコンウェーハの製造及び販売事業
新品のモニターウェーハ、ダミーウェーハ及びシ
リコンインゴット等の製造販売

半導体関連装置・部材等 半導体関連機械装置・部材等の販売

その他 ソーラー事業、技術コンサルティング

（6) 主要な営業所（2020年12月31日現在）
① 当社の主要な営業所及び工場

　

本 社 東京都品川区

三本木工場 宮城県大崎市

② 子会社
　

艾爾斯半導體股份有限公司 中華民国（台湾）台南市

北京有研RS半導体科技有限公司 中華人民共和国 北京市

有研半導体材料有限公司 中華人民共和国 北京市

山東有研半導体材料有限公司 中華人民共和国 徳州市

株式会社ユニオンエレクトロニ
クスソリューション 東京都品川区

株式会社DG Technologies 茨城県神栖市
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（7) 使用人の状況（2020年12月31日現在）
① 企業集団の使用人の状況

　

使用人数 前連結会計年度末比増減 平均年齢 平均勤続年数

1,172名 105名減 35.6歳 ６年４ヶ月

② 当社の使用人の状況
　

使用人数 前事業年度末比増減 平均年齢 平均勤続年数

271名 ７名増 38.5歳 ５年８ヶ月

（8) 重要な親会社及び子会社の状況（2020年12月31日現在）
① 親会社の状況

　該当事項はありません。

② 重要な子会社の状況
会社名 資本金 出資比率 主要な事業内容

艾爾斯半導體股份有
限公司 300,000千新台湾ドル 100.0％ 半導体デバイス用シリコンウェ

ーハ再生事業等

北京有研RS半導体
科技有限公司 971,500千元 45.0％

半導体硅材料の開発及び販売
半導体関連設備及び材料の開発
及び販売
技術移転、技術相談、技術サー
ビス、輸出入業務

株式会社DG
Technologies 100,000千円 100.0％ 石英硝子・シリコン素材研削加

工

（注）北京有研RS半導体科技有限公司は支配力基準により子会社としております。

③ 親会社等との間の取引に関する事項
　 イ．取引にあたって当社の利益を害さないように留意した事項

当社の親会社等は、当社代表取締役方永義であります。当社は銀行借入等に
対して当社代表取締役方永義より債務保証を受けております。当該取引に際し
ては、当該取引の必要性に留意した上で合理的な判断に基づき、公正かつ適正
に決定しております。今後は金融機関との交渉により当該債務保証を解消する
方針であります。

　 ロ．当社の利益を害さないかどうかについての取締役会の判断及びその理由
当社取締役会は、親会社等との取引については、上記イ．に記載の取引内容

であることを確認しており、親会社等に対して債務保証に伴う保証料の支払い
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は行っておらず当該取引は当社の利益を害さないものと判断しております。

　 ハ．取締役会の判断が社外取締役の意見と異なる場合の当該意見
　 該当事項はありません。

（9) 主要な借入先及び借入額（2020年12月31日現在）
　

借入先 借入額（千円）

株式会社三菱UFJ銀行 1,908,461

シンジケートローン（注） 568,942
合作金庫商業銀行 384,385
株式会社みずほ銀行 171,182

株式会社仙台銀行 78,693
　

（注）株式会社三菱UFJ銀行をアレンジャーとし、主要取引銀行５行とコミットメント期間付シンジ
ケートローン契約を締結しております。
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2. 株式の状況（2020年12月31日現在）
（1) 発行可能株式総数 50,000,000株

（2) 発行済株式の総数 12,928,100株 （自己株式427株を含む）

（3) 当事業年度末の株主数 4,068名

（4) 上位10名の株主
　

株 主 名 持株数 持株比率

Ｒ．Ｓ．ＴＥＣＨ ＨＯＮＧ ＫＯＮＧ ＬＩＭＩＴＥＤ 3,960,000株 30.63％

株式会社日本カストディ銀行（信託口） 1,502,000株 11.62％

方 永義 805,800株 6.23％

日本マスタートラスト信託銀行株式会社（信託口） 769,300株 5.95％

ＧＯＶＥＲＮＭＥＮＴ ＯＦ ＮＯＲＷＡＹ 357,500株 2.77％

那須マテリアル株式会社 342,000株 2.65％
フューチャーエナジー株式会社 340,000株 2.63％
ＢＢＨ（ＬＵＸ） ＦＯＲ ＦＩＤＥＬＩＴＹ ＦＵＮＤＳ ＰＡ
ＣＩＦＩＣ ＦＵＮＤ 301,900株 2.34％

鈴木 正行 233,000株 1.80％

本郷 邦夫 185,000株 1.43％
（注）1． 持株比率は自己株式（427株）を控除して計算しております。

2． Ｒ．Ｓ．ＴＥＣＨ ＨＯＮＧ ＫＯＮＧ ＬＩＭＩＴＥＤは、当社代表取締役社長 方
永義が議決権の100％を直接所有する財産保全会社であります。
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3. 会社の新株予約権等に関する事項（2020年12月31日現在）
（1) 当社取締役が保有している職務執行の対価として交付された新株予約権の状況

　

新株予約権の名称 第１回新株予約権 第２回新株予約権 第５回新株予約権

発行決議日 2014年６月16日 2015年６月19日 2019年５月15日

保有人数 取締役５名 取締役１名 取締役６名
新株予約権の目的となる株式
の種類 普通株式 普通株式 普通株式

新株予約権の数（個） ６ 1,000 830
新株予約権の目的となる株式
の数（株） 6,000 200,000 83,000

新株予約権の払込金額（円） 無償 2,800 40,000
新株予約権の行使時の払込金
額（円） 　200 1,250 2,871

新株予約権の行使期間 2016年６月17日
2024年６月16日

2015年７月21日
2025年７月20日

2022年４月１日
2029年６月13日

　

（注）1. 2014年８月12日開催の取締役会決議により、2014年９月９日付で株式１株につき500株
の株式分割を行っており、2017年６月12日開催の取締役会決議により、2017年７月１日
付で株式１株につき２株の株式分割を行っております。これにより、「新株予約権の目的と
なる株式の数」「新株予約権の行使時の払込金額」が調整されております。

2. 社外取締役、監査役には新株予約権は付与しておりません。
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（2）当事業年度中に職務執行の対価として当社使用人等に交付した新株予約権の状況
　

該当事項はありません。

（3) その他新株予約権等に関する重要な事項
　 該当事項はありません。
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4. 会社役員に関する事項
（1) 取締役及び監査役の状況（2020年12月31日現在）

　

氏 名 地 位 担当及び重要な兼職の状況

方 永 義 代表取締役社長 艾爾斯半導體股份有限公司 董事長
北京有研RS半導体科技有限公司 董事長

本 郷 邦 夫 取締役
事業本部長
艾爾斯半導體股份有限公司 董事
北京有研RS半導体科技有限公司 董事

鈴 木 正 行 取締役
管理本部長
艾爾斯半導體股份有限公司 董事
北京有研RS半導体科技有限公司 董事

近 藤 淳 行 取締役

遠 藤 智 取締役 製造部長

蔵 本 誠 取締役

渡 邉 泰 紀 取締役 エヌ・ビー・ワイ・インターナショナル 個人事業主

内 海 忠 取締役 一般社団法人半導体産業人協会 理事長

片 岡 義 隆 常勤監査役

金 森 浩 之 監査役
金森公認会計士事務所 所長
みなと公認会計士共同事務所 代表
株式会社博展 社外取締役

小 幡 朋 弘 監査役
弁護士法人PLAZA総合法律事務所 東京事務所所長
株式会社東北エンタープライズ社外取締役
株式会社ファイバーゲート社外監査役

　

（注）1. 取締役渡邉泰紀氏及び取締役内海忠氏は、社外取締役であります。
2. 監査役片岡義隆氏、監査役金森浩之氏及び監査役小幡朋弘氏は、社外監査役であります。
3. 当社は、取締役渡邉泰紀氏、取締役内海忠氏及び監査役金森浩之氏と監査役小幡朋弘氏を、

東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指定しております。
4. 監査役金森浩之氏は、公認会計士の資格を有しており、財務及び会計に関する相当程度の

知見を有しております。また、監査役小幡朋弘氏は、弁護士の資格を有しており、法令及
びコンプライアンスに関する相当程度の知見を有しております。

（2) 責任限定契約の内容の概要
当社と社外取締役及び社外監査役は、会社法第427条第１項の規定に基づき、

同法第423条第１項の損害賠償責任を限定する契約を締結しております。
当該契約に基づく損害賠償責任の限度額は、法令に定める最低責任限度額とい

たしております。
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（3) 取締役及び監査役の報酬等の総額
当事業年度に係る報酬等の総額

　

区 分 員 数 報酬等の額（千円）

取 締 役
（うち社外取締役）

８名
（２名）

223,590
（9,600）

監 査 役
（うち社外監査役）

３名
（３名）

19,800
（19,800）

合 計
（うち社外役員）

11名
（５名）

243,390
（29,400）

　

（注）1. 取締役の報酬限度額は、2013年３月27日開催の第３回定時株主総会において、年額
300,000千円以内（使用人分給与は含まない。）と決議いただいております。

2. 監査役の報酬限度額は、2013年３月27日開催の第３回定時株主総会において、年額
20,000千円以内と決議いただいております。

3. 当社の役員の報酬等につきましては、株主総会で承認された報酬総額の範囲内において、
取締役については取締役会で、監査役については監査役協議によりそれぞれ決定しており
ます。

（4) 社外役員に関する事項
① 他の法人等の重要な兼職状況及び当社と当該他の法人等との関係

取締役渡邉泰紀氏は、エヌ・ビー・ワイ・インターナショナルの個人事業主
であります。当社と兼職先との間に特別の関係はありません。

取締役内海忠氏は、一般社団法人半導体産業人協会の理事長であります。当
社と兼務先との間に特別の関係はありません。

監査役金森浩之氏は、金森公認会計士事務所の所長、みなと公認会計士共同
事務所の代表及び株式会社博展の社外取締役であります。当社と兼職先との間
に特別の関係はありません。

監査役小幡朋弘氏は、弁護士法人PLAZA総合法律事務所の東京事務所所長、
株式会社東北エンタープライズ社外取締役、株式会社ファイバーゲート社外監
査役であります。当社と兼職先との間に特別の関係はありません。

② 当事業年度における主な活動状況
　

区分 氏名 主な活動状況

取締役 渡邉 泰紀
当事業年度開催の取締役会20回のうち20回出席し、長年にわたる
半導体業界に於ける豊富な経験と人脈を有し、主に経営の専門家と
しての観点から、議案・審議等につき必要な発言を適宜行っており
ます。
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区分 氏名 主な活動状況

取締役 内海 忠
当事業年度開催の取締役会20回のうち20回出席し、長年にわたる
半導体業界に於けるエンジニアとしての研究開発を中心とした豊富
な経験と深い見識をもって、主に経営の専門家としての観点から、
議案・審議等につき必要な発言を適宜行っております。

監査役 片岡 義隆

当事業年度開催の取締役会20回のうち20回、監査役会13回のうち
13回出席いたしました。常勤監査役として取締役会の意思決定の
妥当性・適正性を確保するための助言・提言を行っております。ま
た、監査役会において、監査意見の形成のための必要な発言を適宜
行っております。

監査役 金森 浩之

当事業年度開催の取締役会20回のうち20回、監査役会13回のうち
12回出席いたしました。公認会計士としての専門的見地から取締
役会の意思決定の妥当性・適正性を確保するための発言を行ってお
ります。また、監査役会において、監査意見の形成のための必要な
発言を適宜行っております。

監査役 小幡 朋弘

当事業年度開催の取締役会20回のうち20回、監査役会13回のうち
13回出席いたしました。弁護士としての専門的見地から取締役会
の意思決定の妥当性・適正性を確保するための発言を行っておりま
す。また、監査役会において、監査意見の形成のための必要な発言
を適宜行っております。

　
5. 会計監査人に関する事項
（1) 会計監査人の名称

有限責任あずさ監査法人

（2) 当事業年度に係る会計監査人としての報酬等の額
　

当事業年度に係る会計監査人としての報酬等の額 49,958千円

当社及び子会社が会計監査人に支払うべき金銭その他の財産上の利益の合計額 49,958千円
　

（注）1. 会計監査人の報酬等について監査役会が同意した理由
監査役会は、会計監査人の監査計画の内容、会計監査の職務遂行状況及び報酬見積りの算
出根拠などが適切であるかどうかについて必要な検証を行ったうえで、会計監査人の報酬
等の額について同意の判断をいたしました。

2. 当社と会計監査人との間の監査契約において、会社法に基づく監査と金融商品取引法に基
づく監査の監査報酬等の額を区分しておらず、実質的にも区分できませんので、上記の金
額はこれらの合計額で記載しております。

3. 当社の海外子会社につきましては、当社の会計監査人以外の監査法人の監査を受けており
ます。

（3) 非監査業務の内容
該当事項はありません。

（4）会計監査人の解任又は不再任の決定の方針
監査役会は、会計監査人の職務の執行に支障がある場合等、その必要があると判
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断した場合は、会計監査人の解任又は不再任に関する議案を決定し、取締役会は、
当該決定に基づき当該議案を株主総会の会議の目的とすることといたします。

会計監査人が会社法第340条第1項各号のいずれかに該当すると認められる場合に
は、監査役会は監査役全員の同意により会計監査人を解任いたします。この場合、
監査役会が選定した監査役は解任後最初に招集される株主総会において、会計監査
人を解任した旨及びその理由を報告いたします。

6. 業務の適正を確保するための体制の整備に関する事項
当社グループは以下のとおり「内部統制システムの整備及び運用に関する基本方

針」を定め、業務の適正を確保するための体制を整備しております。
内部統制システムの整備に関する基本方針

（1) 当社グループの取締役及び使用人の職務執行が法令及び定款に適合することを
確保するための体制並びに当社グループの損失の危険の管理に関する規程その他
の体制
① 当社取締役会は、経営リスクのマネジメントを行い、全社的な内部統制シス

テムの整備の推進及び緊急時（重大なコンプライアンス違反、甚大な被害が生
じた災害等）の危機対応を行います。なお、これらの事項を決議する当社取締
役会には、当社の顧問弁護士等の社外の専門家の出席を要請し、決議内容の公
正性を担保するものとします。

② 当社は、全社的な内部統制システムの整備、リスク・クライシスのマネジメ
ント及びコンプライアンス体制の推進等に関する専任の担当取締役を設置しま
す。当該担当取締役は、その実働組織として、全社的リスクのマネジメントを
行う「リスク管理委員会」を設置し、その統括を行います。なお、監査役は、
上記の委員会に出席し意見を述べることができます。

③ 当社グループの取締役及び使用人の職務の執行が法令及び定款に適合し、か
つ高い企業倫理観を保つとともに、社会的責任を果たすため、「RS Tecグルー
プ企業行動基準」の周知徹底を図ります。

④ 内部通報制度に基づき、相談窓口を設置し、迅速な対応を実施します。
⑤ 当社代表取締役社長が内部監査室を直轄します。内部監査室は当社の内部監

査を実施・統括し、当該代表取締役社長に内部監査の結果について適宜報告し
ます。

（2) 取締役の職務の執行に係る情報の保存及び管理に関する体制
「内部情報管理規程」「文書管理規程」その他の社内規程に従い、取締役の職務

執行に係る情報を文書または電磁的媒体に記録し、保存及び管理を図ります。取
締役及び監査役は、いつでも、これらの文書等を閲覧できるものとします。
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（3) 当社グループの取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための
体制

① 当社取締役会は、取締役等の職務分掌を定め、当該職務分掌に基づき、取締
役等に業務の執行を行わせます。

② また、以下のグループ経営管理システムを用いて、当社グループの取締役の
職務の執行の効率化を図ります。
イ．当社取締役会により当社グループ経営計画を策定し、これに基づく事業部

門ごとの業績目標及び予算の設定（管理会計）を行い、取締役ごとの業績
目標を明確にします。

ロ．当社グループの取締役は、毎月開催する当社取締役会において、業務目標
の達成状況、課題解決のための取り組み等を報告することにより、業務執
行状況の管理、監督を受けます。

ハ．当社取締役会による月次業績のレビューと改善策を実施します。

（4) 財務報告の信頼性を確保するための体制
① 当社グループの適正かつ適時の財務報告のために、会計責任者を設置し、法

令等及び会計基準に従った財務諸表を作成し、情報開示に関連する規程に則り
協議・検討・確認を経て開示する体制を整備します。

② 当社グループの財務報告に係る内部統制として、金融商品取引法の内部統制
報告制度を適切に実施するため、全社的な内部統制の状況や重要な事業拠点に
おける業務プロセス等の把握・記録を通じて、自己及び第三者による評価並び
に改善を行う体制を整備します。なお、当社グループの評価・改善結果は、定
期的に当社取締役会に報告します。

（5) 当社グループの取締役及び使用人が監査役に報告をするための体制並びに、報
告をした者が当該報告をしたことを理由として不利な取扱いを受けないことを確
保するための体制
① 当社グループの取締役及び使用人は、コンプライアンス及びリスクに関する

事項等、会社に著しい損害を及ぼすおそれのある事実等を発見した場合は、速
やかに監査役に報告し、監査役は監査役会に報告します。

② 内部監査部門、コンプライアンス部門、リスク管理部門、法務部門を担当す
る取締役は定期的に、担当部門の業務状況について監査役に報告しなければな
らないものとします。なお、当該報告は当社取締役会の中で実施されることを
妨げません。

③ 当社グループの取締役及び使用人は、監査役から業務執行に関する事項の報
告を求められた場合には、速やかに報告を行わなければならないものとします。

④ 当社グループは、内部通報制度を整備し、通報をしたことによる不利な取扱
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いを受けないことを明記します。

（6) その他監査役の監査が実効的に行われることを確保するための体制
① 当社監査役会が、必要に応じて専門の弁護士、公認会計士等に対して、監査

業務に関する助言を受ける機会を保障します。
② 当社監査役は、当社内部監査部門が実施する内部監査にかかる年次計画につ

いて事前に説明を受け、その実施状況について、報告を受けるものとします。
③ 当社監査役及び監査役会は、会計監査人と定期的に会合を持つなど緊密な連

携を保つとともに、会計監査人の監査計画については事前に報告を受けるもの
とします。

④ 当社代表取締役社長（必要に応じて、他の取締役）と監査役との定期的な意
見交換を実施します。

（7) 反社会的勢力排除に向けた基本的な考えとその整備状況
「RS Tecグループ企業行動基準」において、市民生活の秩序及び安全に脅威を

与える反社会的な勢力または団体とは一切の関係を持たず、これらの圧力に対し
ても毅然とした対応で臨み、断固として対決して、その圧力を排除することを宣
言しております。なお、反社会的勢力へは、当社総務人事部が、警察、弁護士等
の専門機関と連携し対応してまいります。

7. 業務の適正を確保するための体制の運用に関する事項
当社グループは、「内部統制システムの整備及び運用に関する基本方針」に基づ

き、その整備と適切な運用に取り組んでおります。当期に実施した主要な取り組
みは、次の通りであります。

（1) 重要な会議の開催状況
当事業年度において、取締役会を20回開催し、法令に定められた事項や経営方

針、予算の策定等経営に関する重要事項を決定し、業務執行状況を監督しており
ます。

毎月１回経営会議を開催し、迅速な意思決定による経営の機動力の確保に努め
ております。

（2) 監査役の職務の執行について
監査役は、当事業年度において、監査役会を13回開催し、監査方針、監査計画

を協議決定し、取締役会やその他重要な会議に出席して情報交換を行うとともに、
重要な決裁書類の閲覧を行うことにより、監査の実効性の向上に努めております。
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（3) 主な教育・研修の実施状況について
当社グループは、コンプライアンス意識の向上を図るため、グループ役職員を

対象とする研修・教育の実施や、内部通報制度の理解・浸透を目的としてグルー
プウェアへ内部通報制度マニュアルの掲示を行っております。

（4) 内部監査の実施について
内部監査機能としては、社長直轄の独立部門として内部監査室を設置しており、

監査計画に基づき、当社及び子会社の各部門の業務運営状況を専任者が定期的に
監査しております。

（5) 財務報告に係る内部統制について
「財務報告に係る内部統制の構築及び整備・運用状況の評価の基本方針書」及

び「財務報告に係る内部統制の評価の基本計画書」を継続的に取り組むべき基本
方針と捉え、適宜、内容の見直しを図るとともに、当社及び子会社への周知徹底
を行っております。また、当社及び子会社の内部統制責任者は、四半期毎に内部
統制の進捗状況を内部監査室に報告し、問題点を把握した場合は監査役会に報告
するとともに協議を行っております。

（6) 反社会的勢力排除について
公益社団法人警視庁管内特殊暴力防止対策連合会（特防連）に加盟し、特防連

の開催する研修等に参加しております。
また、既存の取引先については年に1回、新規の取引先についてはその都度、反

社会勢力でないことを確認するためのチェックを行っております。

8. 剰余金の配当等の決定に関する方針
株主に対する利益の還元は、当社にとって最も重要な経営課題の１つとして認

識しており、配当に関しては、各事業年度における利益水準、中期計画の見通し、
財務体質の強化等の状況を総合的に勘案した上で、柔軟に対応していく方針であ
ります。
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連 結 貸 借 対 照 表
（2020年12月31日現在） （単位：千円）

（資 産 の 部） （負 債 の 部）
科 目 金 額 科 目 金 額

流動資産 32,626,531 流動負債 12,630,681
現金及び預金 19,082,234 支払手形及び買掛金 2,871,460
受取手形及び売掛金 6,321,264 短期借入金 121,110
商品及び製品 2,116,070 1年内返済予定の長期借入金 1,401,517
仕掛品 1,413,875 リース債務 204,744
原材料及び貯蔵品 1,236,014 未払金 3,731,657
その他 2,481,099 未払法人税等 740,197
貸倒引当金 △24,028 賞与引当金 368,783

その他 3,191,210
固定資産 26,123,869 固定負債 5,754,002
（有形固定資産） 24,145,649 長期借入金 1,613,437

建物及び構築物 11,060,835 役員退職慰労引当金 5,749
機械装置及び運搬具 6,671,191 退職給付に係る負債 2,302
工具、器具及び備品 85,515 リース債務 1,167,438
リース資産 2,105,277 繰延税金負債 230,484
土地 148,600 その他 2,734,589
建設仮勘定 4,074,229 負債合計 18,384,684
（無形固定資産） 527,157 （純 資 産 の 部）

のれん 348,201 株主資本 24,148,271
ソフトウエア 48,702 資本金 5,438,329
その他 130,253 資本剰余金 5,429,695
（投資その他の資産） 1,451,062 利益剰余金 13,281,456

投資有価証券 1,140,636 自己株式 △1,209
繰延税金資産 15,681 その他の包括利益累計額 △382,491
その他 294,744 その他有価証券評価差額金 △2,082

為替換算調整勘定 △380,408
新株予約権 156,022
非支配株主持分 16,443,914

純資産合計 40,365,716
資産合計 58,750,401 負債純資産合計 58,750,401

（注） 記載金額は千円未満を切捨して表示しております。

― 20 ―



連 結 損 益 計 算 書
（2020年 １ 月 １ 日から）2020年12月31日まで

（単位：千円）
科 目 金 額

売上高 25,561,984
売上原価 16,881,263
売上総利益 8,680,720

販売費及び一般管理費 4,150,533
営業利益 4,530,187

営業外収益
受取利息 318,705
補助金収入 839,996
その他 42,863 1,201,564
営業外費用

支払利息 60,206
為替差損 388,954
支払手数料 3,402
その他 26,462 479,027
経常利益 5,252,725
特別利益
　固定資産売却益 73,943 73,943
特別損失

工場移転費用 696,894
固定資産除却損 7,342 704,236
税金等調整前当期純利益 4,622,432

法人税、住民税及び事業税 1,118,286
法人税等調整額 △198,128 920,158
当期純利益 3,702,274
非支配株主に帰属する当期純利益 877,574
親会社株主に帰属する当期純利益 2,824,699

（注） 記載金額は千円未満を切捨して表示しております。
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連結株主資本等変動計算書
（2020年 １ 月 １ 日から）2020年12月31日まで

（単位：千円）
株主資本

資 本 金 資本剰余金 利益剰余金 自己株式 株主資本合計
当期首残高 5,376,590 5,384,889 10,649,190 △1,126 21,409,544
当期変動額

新株の発行 61,738 61,738 － － 123,476
剰余金の配当 － － △192,433 － △192,433
自己株式の取得 － － － △83 △83
非支配株主との取
引に係る親会社の
持分変動

－ △16,932 － － △16,932

親会社株主に帰属
する当期純利益 － － 2,824,699 － 2,824,699
株主資本以外の項
目 の 当 期 変 動 額
(純額)

－ － － － －

当期変動額合計 61,738 44,806 2,632,265 △83 2,738,726
当期末残高 5,438,329 5,429,695 13,281,456 △1,209 24,148,271

（単位：千円）
その他の包括利益累計額

新株予約権 非支配株主
持分 純資産合計その他有価

証券評価差
額金

為替換算
調整勘定

その他の包括
利益

累計額合計
当期首残高 △2,863 △630,179 △633,043 91,697 15,113,258 35,981,456
当期変動額

新株の発行 － － － △1,026 － 122,450
剰余金の配当 － － － － － △192,433
自己株式の取得 － － － － － △83
非支配株主との取
引に係る親会社の
持分変動

－ － － － － △16,932

親会社株主に帰属
する当期純利益 － － － － － 2,824,699
株主資本以外の項
目 の 当 期 変 動 額
(純額)

780 249,771 250,551 65,352 1,330,655 1,646,560

当期変動額合計 780 249,771 250,551 64,325 1,330,655 4,384,260
当期末残高 △2,082 △380,408 △382,491 156,022 16,443,914 40,365,716
（注）記載金額は千円未満を切捨して表示しております。
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連 結 注 記 表

1. 連結の範囲に関する事項
全ての子会社を連結の対象としており、その内容は次のとおりであります。
連結子会社の数 ８社
主要な連結子会社の名称 艾爾斯半導體股份有限公司
　 北京有研RS半導体科技有限公司
　 有研半導体材料有限公司

　 山東有研半導体材料有限公司
　 株式会社ユニオンエレクトロニクスソリューション
　 株式会社DG Technologies

2. 持分法の適用に関する事項
持分法適用会社の数 １社
持分法適用会社の名称 山東有研RS半導体材料有限公司

山東有研RS半導体材料有限公司へ出資を行い、当連結会計年度より持分法適用会社
としております。

3. 連結計算書類の作成のための基本となる事項
(1) 資産の評価基準及び評価方法

① 有価証券の評価基準及び評価方法
　 その他有価証券

市場価格のあるもの………期末日の市場価格等に基づく時価法（評価差額は
全部純資産直入法により処理し、売却原価は移動
平均法により算定）

市場価格のないもの………移動平均法による原価法

なお、投資事業組合への出資（金融商品取引法第２条第２項により有価証券
とみなされるもの）については組合契約に規定される決算報告日に応じて入手
可能な最近の決算書を基礎として、持分相当額を純額で取り込む方法によって
おります。

② たな卸資産の評価基準及び評価方法
評価基準は原価法（貸借対照表価額については収益性の低下に基づく簿価切
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下げの方法により算定）を採用しております。
a. 商品

個別法
b. 製品・仕掛品・原材料

総平均法
c. 貯蔵品

最終仕入原価法

③デリバティブ取引等の評価基準及び評価方法
時価法を採用しております。

(2) 固定資産の減価償却の方法
① 有形固定資産（リース資産を除く）

　定額法によっております。
　主な耐用年数は以下のとおりであります。

　建物及び構築物 ８～45年
　機械装置及び運搬具 １～25年
　工具、器具及び備品 ２～10年

② 無形固定資産
　定額法によっております。

なお、ソフトウエア（自社利用目的分）については、社内における見込利用
可能期間(５年以内)に基づく定額法によっております。

　
③ リース資産

リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法を採用しております。
なお、在外連結子会社については、国際財務報告基準に基づき財務諸表を作成
しておりますが、IFRS第16号により、リースの借り手については、原則として
すべてのリースを貸借対照表に資産及び負債として計上しており、資産計上さ
れたリース資産の減価償却方法は定額法によっております。

(3) 引当金の計上基準
① 貸倒引当金

債権の貸倒れによる損失に備えるため、一般債権については貸倒実績率によ
り、貸倒懸念債権等特定の債権については個別に回収可能性を検討し、回収不
能見込額を計上しております。
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② 賞与引当金
従業員に対して支給する賞与に充てるため、支給見込額に基づき当連結会計

年度に見合う分を計上しております。

③ 役員退職慰労引当金
一部の連結子会社では、役員の退職慰労金の支給に備えるため、役員退職慰

労金規程に基づく期末要支給額を計上しております。

(4) その他連結計算書類の作成のための基本となる重要な事項
① 退職給付に係る会計処理の方法

一部の連結子会社は、退職給付に係る負債及び退職給付費用の計算に、退職
給付に係る期末自己都合要支給額を退職給付債務とする方法を用いた簡便法を
適用しております。

② 外貨建の資産又は負債の本邦通貨への換算の基準
外貨建金銭債権債務は、連結決算日の直物為替相場により円貨に換算し、換

算差額は損益として処理しております。
なお、在外子会社等の資産及び負債は、連結決算日の直物為替相場により円

貨に換算し、収益及び費用は期中平均相場により円貨に換算し、換算差額は純
資産の部における為替換算調整勘定に含めております。

③ 消費税等の会計処理
　税抜方式を採用しております。

④ のれんの償却方法及び償却期間
のれんについては、効果の発現する期間（５年間）で均等償却を行っており

ます。
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4. 未適用の会計基準等
「収益認識に関する会計基準」等
・「収益認識に関する会計基準」（企業会計基準第29号 2020年３月31日）
・「収益認識に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第30号 2020年
３月31日）
(1) 概要

国際会計基準審議会（IASB）及び米国財務会計基準審議会（FASB）は、共同し
て収益認識に関する包括的な会計基準の開発を行い、2014年５月に「顧客との契約
から生じる収益」（IASBにおいてはIFRS第15号、FASBにおいてはTopic606）を公
表 し て お り、 IFRS 第 15 号 は 2018 年 １ 月 １ 日 以 後 開 始 す る 事 業 年 度 か ら、
Topic606は2017年12月15日より後に開始する事業年度から適用される状況を踏
まえ、企業会計基準委員会において、収益認識に関する包括的な会計基準が開発さ
れ、適用指針と合わせて公表されたものです。

企業会計基準委員会の収益認識に関する会計基準の開発にあたっての基本的な方
針として、IFRS第15号と整合性を図る便益の１つである財務諸表間の比較可能性の
観点から、IFRS第15号の基本的な原則を取り入れることを出発点とし、会計基準を
定めることとされ、また、これまで我が国で行われてきた実務等に配慮すべき項目
がある場合には、比較可能性を損なわせない範囲で代替的な取扱いを追加すること
とされております。

(2) 適用予定日
2022年12月期の期首から適用します。

(3) 当該会計基準等の適用による影響
「収益認識に関する会計基準」等の適用による連結計算書類に与える影響額につ

いては、現時点で評価中であります。
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5. 連結貸借対照表に関する注記
　(1) 国庫補助金等による固定資産圧縮記帳額

3,933,352千円

(2) 担保資産及び担保付債務
① 担保に供している資産

現金及び預金（定期預金） 43,151千円
受取手形及び売掛金 2,146千円
建物及び構築物 1,271,587千円
土地 65,280千円

計 1,382,165千円
（注）定期預金38,098千円について、艾爾斯半導體股份有限公司が科技部南部

科學工業園區管理局との間で締結した土地賃貸借契約に基づく債務に対
し質権を設定しております。

② 担保に係る債務
１年以内返済予定の長期借入金 247,540千円
長期借入金 282,226千円

計 529,766千円

(3) 財務制限条項
借入金のうち、当社が締結しているコミットメント期間付シンジケートローン

契約（当連結会計年度末の残高420,307千円）には、以下の財務制限条項が付さ
れております。
① 各年度の決算期末日における単体の貸借対照表の「純資産の部」の合計金額

を、直前の決算期の末日又は2012年12月期に終了する決算期の末日いずれか
大きい方の75％以上に維持すること。

② 各事業年度の決算期における単体の損益計算書に示される「経常損益」が、
２期連続して損失とならないようにすること。

また、借入金のうち、艾爾斯半導體股份有限公司が締結しているコミットメン
ト期間付シンジケートローン契約（当連結会計年度末の残高148,635千円）に
は、以下の財務制限条項が付されております。
① 2015年12月決算期を初回とする各年度決算期の末日における連結の貸借対

照表において、純資産の部の合計額を、2015年12月決算期の年度決算期の末
日における純資産の部の合計額又は直前決算期の末日における純資産の部の合
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計額のいずれか大きい方の75％以上に維持すること。
② 2016年12月決算期を初回とする各年度決算期の末日における連結の損益計

算書において、「経常損益」が、２期連続して損失とならないようにすること。

(4) 有形固定資産の減価償却累計額（減損損失累計額含む）

減価償却累計額 8,015,322千円
　

6. 連結損益計算書に関する注記
　(1) たな卸資産評価損

期末たな卸高は収益性の低下に伴う簿価切下後の金額であり、次のたな卸資産
評価損が売上原価に含まれております。

売上原価（たな卸資産評価損） 397,623千円

　(2) 工場移転費用（中国）
場所 内容 工場移転費用

（千円）
中華人民共和国

北京市 早期退職費用 219,571

中華人民共和国
北京市 荷造運賃 106,582

中華人民共和国
北京市 固定資産除却損 370,740

7. 連結株主資本等変動計算書に関する注記
(1) 当連結会計年度末の発行済株式の種類及び総数

普通株式 12,928,100株

　(2) 当連結会計年度末の自己株式の種類及び株式数
普通株式 427株

(3) 配当に関する事項
① 配当金支払額

取締役会
決議 株式の種類 配当の原資

配当金の
総額

（千円）

１株当たり
の配当額
（円）

基準日 効力発生日
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2020年
２月21日 普通株式 繰越利益

剰余金 192,433 15.0
2019年
12月31

日
2020年

３月30日

② 基準日が当連結会計年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌連結会
　計年度となるもの

取締役会
決議 株式の種類 配当の原資

配当金の
総額

（千円）

１株当たり
の配当額
（円）

基準日 効力発生日

2021年
２月19日 普通株式 繰越利益

剰余金 258,553 20.0
2020年
12月31

日
2021年

３月15日

(4) 当連結会計年度末の新株予約権（権利行使期間の初日が到来していないものを
除く。）の目的となる株式の種類及び数
普通株式 206,000株

8. 金融商品に関する注記
(1) 金融商品の状況に関する事項

① 金融商品に対する取組方針
当社グループは、資金運用については短期的な預金等に限定し、銀行等金融

機関からの借入により資金を調達しております。
デリバティブ取引は、事業遂行上のリスクをヘッジする目的で利用しており、

売買益を目的とした投機的な取引は行わない方針であります。

② 金融商品の内容及びそのリスク並びにリスク管理体制
営業債権である受取手形及び売掛金は、顧客及び取引先の信用リスクに晒さ

れております。当該リスクに関しては、債権管理規程に従い相手先ごとの期日
管理及び残高管理を行うとともに、信用状況を把握する体制としております。

投資有価証券は、投資事業有限責任組合出資並びに業務上の関係を有する企
業の株式であり、発行体の信用リスク又は市場価格の変動リスクに晒されてお
りますが、定期的に発行体の財務状況や時価等を把握し、市況や取引先企業と
の関係を勘案して保有状況を継続的に見直しております。

営業債務である支払手形及び買掛金、未払金、未払法人税等は、そのほとん
どが1年以内の支払期日であります。

短期借入金の使途は運転資金であります。
長期借入金（1年内返済予定の長期借入金を含む）及びファイナンス・リース

取引に係るリース債務は主として設備投資に係る資金調達であります。
外貨建預金は、為替リスクに晒されておりますが、定期的に通貨別の換算額
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を把握し、継続的にモニタリングすることによって管理しております。
外貨建金銭債権債務は、為替の変動リスクに晒されておりますが、先物為替

予約を利用してヘッジしております。

③ 資金調達に係る流動性リスク（支払期日に支払いを実行できなくなるリスク）
財務経理部が適時に資金繰り計画を作成・更新するとともに、手許流動性の

維持などにより、流動性リスクを管理しております。

④ 金融商品の時価等に関する事項についての補足説明
金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合に

は合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては変
動要因を織り込んでいるため、異なる前提条件等を採用することにより、当該
価額が変動することがあります。
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(2) 金融商品の時価等に関する事項
連結貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額については、次のとおりであり

ます。
当連結会計年度（2020年12月31日）

　

連結貸借対照表
計上額（千円） 時価（千円） 差額（千円）

(1)現金及び預金 19,082,234 19,082,234 －

(2)受取手形及び売掛金 6,321,264

貸倒引当金(*1) △24,028

6,297,236 6,297,236 －

(3)投資有価証券 12,824 12,824 －

資産計 25,392,295 25,392,295 －

(1)支払手形及び買掛金 2,871,460 2,871,460 －

(2)短期借入金 121,110 121,110 －
(3)1年内返済予定の長

期借入金 1,401,517 1,401,517 －
(4)（1年内返済予定の）

リース債務 204,744 204,744 －

(5)未払金 3,731,657 3,731,657 －

(6)未払法人税等 740,197 740,197 －

(7)長期借入金 1,613,437 1,628,425 14,988

(8)リース債務 1,167,438 1,322,990 155,552

負債計 11,851,563 12,022,103 170,540
　(*1)受取手形及び売掛金に対する貸倒引当金を控除しております。
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（注）１．金融商品の時価の算定方法に関する事項
資 産

(1)現金及び預金、(2)受取手形及び売掛金
これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額と近似していることから、

当該帳簿価額によっております。

(3) 投資有価証券
時価について、株式は金融商品取引所の価格によっております。

負 債
(1)支払手形及び買掛金、(2)短期借入金、(3)1年内返済予定の長期借入金、(4)

（１年内返済予定の）リース債務、(5)未払金、(6)未払法人税等
これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額と近似していることから、

当該帳簿価額によっております。

(7)長期借入金、(8)リース債務
長期借入金及びリース債務の時価については、残存期間における元利金の合計

額を、同様の新規取引を行った場合に想定される利率で割り引いて算定する方法
によっております。

（注）２．関係会社出資金（連結貸借対照表計上額946,732千円）及び投資事業有限
責任組合出資（連結貸借対照表計上額181,079千円）は、市場価格がなく、かつ将来
キャッシュ・フローを見積ることなどができず、時価を把握することが極めて困難と
認められるため、「(3)投資有価証券」には含めておりません。
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9. １株当たり情報に関する注記
（1) １株当たり純資産額 1,838円36銭
（2) １株当たり当期純利益 219円15銭

10. 重要な後発事象に関する注記
該当事項はありません。

11. リース取引の注記
（借主側）
ファイナンス・リース取引
　所有権移転外ファイナンス・リース取引
　 リース資産の内容
　 ・有形固定資産 主として工場の土地、建物及び機械装置であります。
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貸 借 対 照 表
（2020年12月31日現在）

（単位：千円）
（資 産 の 部） （負 債 の 部）

科 目 金 額 科 目 金 額
流動資産 10,999,490 流動負債 3,908,023

現金及び預金 4,115,045 買掛金 1,492,792
受取手形 23,760 1年内返済予定の長期借入金 735,592
売掛金 4,043,080 未払金 473,341
商品及び製品 1,175,609 未払費用 120,289
仕掛品 89,355 未払法人税等 493,448
原材料及び貯蔵品 457,680 前受金 412,906
前渡金 66,863 預り金 64,551
前払費用 36,253 リース債務 77,271
未収消費税等 168,452 賞与引当金 30,138
関係会社短期貸付金 730,000 その他 7,691
その他 93,387 固定負債 781,886

長期借入金 615,353
リース債務 166,533

固定資産 13,120,677
（有形固定資産） 2,125,121

建物 117,784
構築物 5,803
機械装置 1,484,281
車両運搬具 1,070 負債合計 4,689,909
工具、器具及び備品 10,338 （純 資 産 の 部）
リース資産 267,712 株主資本 19,274,235
建設仮勘定 238,130 資本金 5,438,329

（無形固定資産） 49,845 資本剰余金 5,456,097
ソフトウエア 41,876 資本準備金 5,438,319
ソフトウエア仮勘定 7,969 その他資本剰余金 17,777

（投資その他の資産） 10,945,710 利益剰余金 8,381,018
投資有価証券 181,079 その他利益剰余金 8,381,018
出資金 110 特別償却準備金 60,106
関係会社株式 2,204,307 繰越利益剰余金 8,320,912
関係会社出資金 8,211,728 自己株式 △1,209
長期前払費用 397 新株予約権 156,022
敷金及び保証金 81,395
繰延税金資産 214,271
その他 52,421 純資産合計 19,430,258

資産合計 24,120,168 負債純資産合計 24,120,168
（注） 記載金額は千円未満を切捨して表示しております。
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損 益 計 算 書
（2020年 １ 月 １ 日から）2020年12月31日まで

（単位：千円）
科 目 金 額

売上高 11,532,896
売上原価 7,963,260
売上総利益 3,569,636

販売費及び一般管理費 1,462,496
営業利益 2,107,140

営業外収益

　受取利息 7,751
その他 35,775 43,526
営業外費用

支払利息 19,378
為替差損 71,887
支払手数料 3,402
その他 12,118 106,787
経常利益 2,043,879

特別損失

固定資産除却損 291,048 291,048
税引前当期純利益 1,752,830

法人税、住民税及び事業税 823,406
法人税等調整額 △246,484 576,921
当期純利益 1,175,909

（注） 記載金額は千円未満を切捨して表示しております。
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株主資本等変動計算書
（2020年 １ 月 １ 日から）2020年12月31日まで

（単位：千円）
株主資本

資本金

資本剰余金 利益剰余金

資本
準備金

その他資
本剰余金

資本
剰余金
合計

その他利益剰余金 利益
剰余金
合計特別償却準備金 繰越利益

剰余金
当期首残高 5,376,590 5,376,580 17,777 5,394,358 415,943 6,981,599 7,397,543

当期変動額

新株の発行 61,738 61,738 － 61,738 － － －

剰余金の配当 － － － － － △192,433 △192,433

当期純利益 － － － － － 1,175,909 1,175,909

特別償却準備金の取崩 － － － － △355,836 355,836 －

自己株式の取得 － － － － － － －
株主資本以外の項目の
当期変動額(純額) － － － － － － －

当期変動額合計 61,738 61,738 － 61,738 △355,836 1,339,312 983,475

当期末残高 5,438,329 5,438,319 17,777 5,456,097 60,106 8,320,912 8,381,018
　 （単位：千円）

株主資本
新株予約権 純資産合計

自己株式 株主資本
合計

当期首残高 △1,126 18,167,366 91,697 18,259,063

当期変動額

新株の発行 － 123,476 △1,026 122,450

剰余金の配当 － △192,433 － △192,433

当期純利益 － 1,175,909 － 1,175,909

特別償却準備金の取崩 － － － －

自己株式の取得 △83 △83 － △83
株主資本以外の項目の
当期変動額 (純額) － － 65,352 65,352

当期変動額合計 △83 1,106,869 64,325 1,171,194

当期末残高 △1,209 19,274,235 156,022 19,430,258
（注） 記載金額は千円未満を切捨して表示しております。
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個 別 注 記 表

1. 重要な会計方針に係る事項に関する注記
（1) 資産の評価基準及び評価方法

① 有価証券の評価基準及び評価方法
関係会社株式及び関係会社出資金………移動平均法による原価法を採用し

ております。

　その他有価証券
市場価格のあるもの………期末日の市場価格等に基づく時価法（評価差額は

全部純資産直入法により処理し、売却原価は移動
平均法により算定）

市場価格のないもの………移動平均法による原価法

なお、投資事業組合への出資（金融商品取引法第2条第2項により有価証券と
みなされるもの）については組合契約に規定される決算報告日に応じて入手可
能な最近の決算書を基礎として、持分相当額を純額で取り込む方法によってお
ります。

② たな卸資産の評価基準及び評価方法
評価基準は原価法（貸借対照表については収益性の低下に基づく簿価切下げ

の方法により算定）を採用しております。
a. 商品
　個別法

b. 製品・仕掛品・原材料
　総平均法

c. 貯蔵品
　最終仕入原価法

③ デリバティブ取引等の評価基準及び評価方法
　 時価法を採用しております。

（2) 固定資産の減価償却の方法
① 有形固定資産（リース資産を除く）

　定額法によっております。
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主な耐用年数は以下のとおりであります。
建物 ８ ～24年
機械装置 １ ～17年
車両運搬具 ２ ～ ５ 年
工具、器具及び備品 ２ ～10年

② 無形固定資産
　定額法によっております。

なお、ソフトウエア（自社利用目的分）は、社内における見込利用可能期間
（５年）に基づく定額法によっております。

③ リース資産
リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法を採用しております。

（3) 引当金の計上基準
① 貸倒引当金

債権の貸倒れによる損失に備えるため、一般債権については貸倒実績率によ
り、貸倒懸念債権等特定の債権については個別に回収可能性を検討し、回収不
能見込額を計上しております。

② 賞与引当金
従業員に対して支給する賞与に充てるため、支給見込額に基づき当事業年度

に見合う分を計上しております。

（4) その他計算書類の作成のための基本となる重要な事項
① 外貨建の資産又は負債の本邦通貨への換算の基準

外貨建金銭債権債務は、決算日の直物為替相場により円貨に換算し、為替差
額は損益として処理しております。

② 消費税等の会計処理
　税抜方式によっております。

2. 貸借対照表に関する注記
　(1) 国庫補助金等による固定資産圧縮記帳額

2,480,872千円
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（2) 担保資産及び担保付債務
① 担保に供している資産

売掛金 2,146千円
計 2,146千円

　

② 担保に係る債務
１年以内返済予定の長期借入金 36,696千円
長期借入金 41,997千円

計 78,693千円
　

　(3) 保証債務
　

被保証者 当期末残高 内容

艾爾斯半導體股份
有限公司

1,212,935千円 金融機関からの借入に対する
保証債務(330,500千新台湾ドル）

8,765千円 リース契約に対する保証債務
　

（注）外貨保証債務の換算は、決算時の為替相場によっております。

(4) 財務制限条項
借入金のうち、当社が締結しているコミットメント期間付シンジケートローン

契約（当事業年度末の残高420,307千円）には、以下の財務制限条項が付されて
おります。
① 各年度の決算期末日における単体の貸借対照表の「純資産の部」の合計金額

を、直前の決算期の末日又は2012年12月期に終了する決算期の末日いずれか
大きい方の75％以上に維持すること。

② 各事業年度の決算期における単体の損益計算書に示される「経常損益」が、
２期連続して損失とならないようにすること。

（5) 関係会社に対する金銭債権及び金銭債務（区分表示したものを除く）
短期金銭債権 1,136,806千円
短期金銭債務 238,092千円

　
（6) 有形固定資産の減価償却累計額
　 （減損損失累計額含む）

2,809,777千円
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3. 損益計算書に関する注記
(1) 関係会社との取引高

営業取引による取引高
売上高 1,790,977千円
仕入高 1,292,716千円

営業取引以外の取引による取引高 99,261千円
　

　(2) たな卸資産評価損
期末たな卸高は収益性の低下に伴う簿価切下後の金額であり、次のたな卸資産

評価損（△は戻入益）が売上原価に含まれております。
売上原価（たな卸資産評価損） △20,214千円

4. 株主資本等変動計算書に関する注記
(1) 事業年度の末日における発行済株式の種類及び総数

普通株式 12,928,100株

(2) 当事業年度末の自己株式の種類及び株式数
普通株式 427株

5. 税効果会計に関する注記
繰延税金資産の発生の主な原因は、たな卸資産の評価損否認等であり、繰延税金

負債の発生の主な原因は、特別償却準備金等であります。
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6. リースにより使用する固定資産に関する注記
リース取引の総額に重要性が乏しいため記載を省略しております。

7. 有価証券に関する注記
関係会社株式及び関係会社出資金は、市場価格がなく時価を把握することが極め

て困難と認められることから、当該時価を記載しておりません。なお、時価を把握
することが極めて困難と認められる関係会社株式は2,204,307千円、関係会社出資
金は8,211,728千円であります。
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8. 関連当事者との取引に関する注記
（1） 子会社及び関連会社等

（単位：千円）

種類 会社等の
名称

議決権等
の所有

（被所有）
割合

関連当事者
との関係 取引の内容 取引金額 科目 期末残高

子会社
艾爾斯半導
體股份有限

公司

所有
直接

100.0％
役員の兼任

子会社の銀行借
入に対する債務
保証（注）１

1,212,935 － －

債務の被保証
（注）２ 420,307 － －

子会社
株式会社

DG
Technologies

所有
直接

100.0%
役員の兼任

資金の貸付 300,000 関係会社
短期貸付金 700,000

利息の受取
（注）３ 6,344 その他

流動資産 838

半 導 体 関 連 装
置・部材等の販
売（注）４

1,349,173 売掛金 860,922

関連
会社

山東有研RS
半導体材料
有限公司

所有
直接

19.99%
役員の兼任 出資の引受

（注）５ 901,200 － －

取引条件及び取引条件の決定方針等
（注）１．当社は、艾爾斯半導體股份有限公司の借入に対して債務保証を行っております。
（注）２．当社は、銀行借入に対して子会社艾爾斯半導體股份有限公司より債務保証を受けておりま

す。なお、保証料の支払は行っておりません。
（注）３．市場金利を勘案して利率を合理的に決定しております。
（注）４．半導体関連装置・部材等の販売は、市場実勢価格に基づいております。
（注）５．当社が山東有研RS半導体材料有限公司の出資を引き受けたものであります。
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（2） 役員及び個人主要株主等
（単位：千円）

種類
会社等の

名称または
氏名

議決権等
の所有

（被所有）割合
関連当事者
との関係 取引の内容 取引金額 科目 期末残高

役員及び
個人主要

株主
方 永義

(被所有)
直接 6.23％
間接 30.63％

債務の
被保証

当社銀行借入等
に対する債務被
保証 （注）１

13,581 － －

取引条件及び取引条件の決定方針等
（注）１．当社は、銀行借入等に対して当社代表取締役社長 方 永義より債務保証を受けておりま

す。なお、保証料の支払は行っておりません。

9. １株当たり情報に関する注記
（1） １株当たり純資産額 1,490円93銭
（2） １株当たり当期純利益 91円23銭

10． 重要な後発事象に関する注記
該当事項はありません。
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連結計算書類に係る会計監査報告 謄本
　

独立監査人の監査報告書
2021年２月18日

株式会社ＲＳ Ｔｅｃｈｎｏｌｏｇｉｅｓ
　取締役会 御中

有限責任 あずさ監査法人

東京事務所

指定有限責任社員
業 務 執 行 社 員 公認会計士 川 上 尚 志 ㊞

指定有限責任社員
業 務 執 行 社 員 公認会計士 伊 丹 亮 資 ㊞

監査意見
　当監査法人は、会社法第444条第４項の規定に基づき、株式会社ＲＳ Ｔｅｃｈｎｏｌｏｇｉｅ
ｓの2020年１月１日から2020年12月31日までの連結会計年度の連結計算書類、すなわち、連結
貸借対照表、連結損益計算書、連結株主資本等変動計算書及び連結注記表について監査を行った。
　当監査法人は、上記の連結計算書類が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の
基準に準拠して、株式会社ＲＳ Ｔｅｃｈｎｏｌｏｇｉｅｓ及び連結子会社からなる企業集団の当
該連結計算書類に係る期間の財産及び損益の状況を、全ての重要な点において適正に表示している
ものと認める。
監査意見の根拠
　当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行っ
た。監査の基準における当監査法人の責任は、「連結計算書類の監査における監査人の責任」に記
載されている。当監査法人は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、会社及び連結子会
社から独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。当監査法人
は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
連結計算書類に対する経営者並びに監査役及び監査役会の責任
　経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して連結計
算書類を作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない
連結計算書類を作成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用する
ことが含まれる。
　連結計算書類を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき連結計算書類を作成する
ことが適切であるかどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準
に基づいて継続企業に関する事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。
　監査役及び監査役会の責任は、財務報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行を
監視することにある。
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連結計算書類の監査における監査人の責任
　監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての連結計算書類に不正又は誤謬
による重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立
場から連結計算書類に対する意見を表明することにある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生す
る可能性があり、個別に又は集計すると、連結計算書類の利用者の意思決定に影響を与えると合理
的に見込まれる場合に、重要性があると判断される。
　監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じ
て、職業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
・ 不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスク

に対応した監査手続を立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さら
に、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手する。

・ 連結計算書類の監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではない
が、監査人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監
査に関連する内部統制を検討する。

・ 経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上
の見積りの合理性及び関連する注記事項の妥当性を評価する。

・ 経営者が継続企業を前提として連結計算書類を作成することが適切であるかどうか、また、入
手した監査証拠に基づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関し
て重要な不確実性が認められるかどうか結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が
認められる場合は、監査報告書において連結計算書類の注記事項に注意を喚起すること、又は重
要な不確実性に関する連結計算書類の注記事項が適切でない場合は、連結計算書類に対して除外
事項付意見を表明することが求められている。監査人の結論は、監査報告書日までに入手した監
査証拠に基づいているが、将来の事象や状況により、企業は継続企業として存続できなくなる可
能性がある。

・ 連結計算書類の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の
基準に準拠しているかどうかとともに、関連する注記事項を含めた連結計算書類の表示、構成及
び内容、並びに連結計算書類が基礎となる取引や会計事象を適正に表示しているかどうかを評価
する。

・ 連結計算書類に対する意見を表明するために、会社及び連結子会社の財務情報に関する十分か
つ適切な監査証拠を入手する。監査人は、連結計算書類の監査に関する指示、監督及び実施に関
して責任がある。監査人は、単独で監査意見に対して責任を負う。

　監査人は、監査役及び監査役会に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程
で識別した内部統制の重要な不備を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められてい
るその他の事項について報告を行う。
　監査人は、監査役及び監査役会に対して、独立性についての我が国における職業倫理に関する規
定を遵守したこと、並びに監査人の独立性に影響を与えると合理的に考えられる事項、及び阻害要
因を除去又は軽減するためにセーフガードを講じている場合はその内容について報告を行う。
利害関係
　会社及び連結子会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載
すべき利害関係はない。

以 上
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計算書類に係る会計監査報告 謄本
　

独立監査人の監査報告書
2021年２月18日

株式会社ＲＳ Ｔｅｃｈｎｏｌｏｇｉｅｓ
　取締役会 御中

有限責任 あずさ監査法人

東京事務所

指定有限責任社員
業 務 執 行 社 員 公認会計士 川 上 尚 志 ㊞

指定有限責任社員
業 務 執 行 社 員 公認会計士 伊 丹 亮 資 ㊞

監査意見
　当監査法人は、会社法第436条第２項第１号の規定に基づき、株式会社ＲＳ Ｔｅｃｈｎｏｌｏ
ｇｉｅｓの2020年１月１日から2020年12月31日までの第11期事業年度の計算書類、すなわち、
貸借対照表、損益計算書、株主資本等変動計算書及び個別注記表並びにその附属明細書（以下「計
算書類等」という。）について監査を行った。
　当監査法人は、上記の計算書類等が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基
準に準拠して、当該計算書類等に係る期間の財産及び損益の状況を、全ての重要な点において適正
に表示しているものと認める。
監査意見の根拠
　当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行っ
た。監査の基準における当監査法人の責任は、「計算書類等の監査における監査人の責任」に記載
されている。当監査法人は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、会社から独立してお
り、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。当監査法人は、意見表明の基礎
となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
計算書類等に対する経営者並びに監査役及び監査役会の責任
　経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して計算書
類等を作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない計
算書類等を作成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用すること
が含まれる。
　計算書類等を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき計算書類等を作成すること
が適切であるかどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基
づいて継続企業に関する事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。
　監査役及び監査役会の責任は、財務報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行を
監視することにある。
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計算書類等の監査における監査人の責任
　監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての計算書類等に不正又は誤謬に
よる重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場
から計算書類等に対する意見を表明することにある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可
能性があり、個別に又は集計すると、計算書類等の利用者の意思決定に影響を与えると合理的に見
込まれる場合に、重要性があると判断される。
　監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じ
て、職業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
・ 不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスク

に対応した監査手続を立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さら
に、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手する。

・ 計算書類等の監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、
監査人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に
関連する内部統制を検討する。

・ 経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上
の見積りの合理性及び関連する注記事項の妥当性を評価する。

・ 経営者が継続企業を前提として計算書類等を作成することが適切であるかどうか、また、入手
した監査証拠に基づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して
重要な不確実性が認められるかどうか結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認
められる場合は、監査報告書において計算書類等の注記事項に注意を喚起すること、又は重要な
不確実性に関する計算書類等の注記事項が適切でない場合は、計算書類等に対して除外事項付意
見を表明することが求められている。監査人の結論は、監査報告書日までに入手した監査証拠に
基づいているが、将来の事象や状況により、企業は継続企業として存続できなくなる可能性があ
る。

・ 計算書類等の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基
準に準拠しているかどうかとともに、関連する注記事項を含めた計算書類等の表示、構成及び内
容、並びに計算書類等が基礎となる取引や会計事象を適正に表示しているかどうかを評価する。

　監査人は、監査役及び監査役会に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程
で識別した内部統制の重要な不備を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められてい
るその他の事項について報告を行う。
　監査人は、監査役及び監査役会に対して、独立性についての我が国における職業倫理に関する規
定を遵守したこと、並びに監査人の独立性に影響を与えると合理的に考えられる事項、及び阻害要
因を除去又は軽減するためにセーフガードを講じている場合はその内容について報告を行う。
利害関係
　会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係
はない。

以 上
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監査役会の監査報告 謄本
監 査 報 告 書

　当監査役会は、2020年１月１日から2020年12月31日までの第11期事業年度の取締役の職務
の執行に関して、各監査役が作成した監査報告書に基づき、審議の上、本監査報告書を作成し、以
下のとおり報告いたします。
１．監査役及び監査役会の監査の方法及びその内容
（1）監査役会は、監査の方針、職務の分担等を定め、各監査役から監査の実施状況及び結果につ

いて報告を受けるほか、取締役等及び会計監査人からその職務の執行状況について報告を受け、
必要に応じて説明を求めました。

（2）各監査役は、監査役会が定めた監査役監査の基準に準拠し、監査の方針、職務の分担等に従
い、取締役、内部監査部門その他の使用人等と意思疎通を図り、情報の収集及び監査の環境の
整備に努めるとともに、以下の方法で監査を実施しました。

①取締役会その他重要な会議に出席し、取締役及び使用人等からその職務の執行状況について報
告を受け、必要に応じて説明を求め、重要な決裁書類等を閲覧し、本社及び主要な事業所にお
いて業務及び財産の状況を調査いたしました。また、子会社については、子会社の取締役及び
監査役等と意思疎通及び情報の交換を図り、必要に応じて子会社から事業の報告を受けました。

②事業報告に記載されている取締役の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するため
の体制その他株式会社及びその子会社から成る企業集団の業務の適正を確保するために必要な
ものとして会社法施行規則第100条第１項及び第３項に定める体制の整備に関する取締役会決
議の内容及び当該決議に基づき整備されている体制（内部統制システム）について、取締役及
び使用人等からその構築及び運用の状況について定期的に報告を受け、必要に応じて説明を求
め、意見を表明いたしました。

③事業報告に記載されている会社法施行規則第118条第5号イの留意した事項及び同号ロの判断
及び理由については、取締役会その他における審議の状況等を踏まえ、その内容について検討
を加えました。

④会計監査人が独立の立場を保持し、かつ、適正な監査を実施しているかを監視及び検証すると
ともに、会計監査人からその職務の執行状況について報告を受け、必要に応じて説明を求めま
した。また、会計監査人から「職務の遂行が適正に行われることを確保するための体制」（会社
計算規則第131条各号に掲げる事項）を「監査に関する品質管理基準」（平成17年10月28日企
業会計審議会）等に従って整備している旨の通知を受け、必要に応じて説明を求めました。
以上の方法に基づき、当該事業年度に係る事業報告及びその附属明細書、計算書類（貸借対照
表、損益計算書、株主資本等変動計算書及び個別注記表）及びその附属明細書並びに連結計算
書類（連結貸借対照表、連結損益計算書、連結株主資本等変動計算書及び連結注記表）につい
て検討いたしました。

2. 監査の結果
　（1）事業報告等の監査結果

① 事業報告及びその附属明細書は、法令及び定款に従い、会社の状況を正しく示しているものと
認めます。

② 取締役の職務の執行に関する不正の行為又は法令若しくは定款に違反する重大な事実は認めら
れません。

③ 内部統制システムに関する取締役会決議の内容は相当であると認めます。また、当該内部統制
システムに関する事業報告の記載内容及び取締役の職務の執行についても、指摘すべき事項は
認められません。

④ 事業報告に記載されている親会社等との取引について、当該取引をするに当たり当社の利益を
害さないように留意した事項及び当該取引が当社の利益を害さないかどうかについての取締役
会の判断及びその理由について、指摘すべき事項は認められません。

　（2）計算書類及びその附属明細書の監査結果
会計監査人有限責任 あずさ監査法人の監査の方法及び結果は相当であると認めます。

　（3）連結計算書類の監査結果
会計監査人有限責任 あずさ監査法人の監査の方法及び結果は相当であると認めます。

2021年２月19日
　 株式会社ＲＳ Ｔｅｃｈｎｏｌｏｇｉｅｓ監査役会

常勤監査役（社外監査役）片 岡 義 隆 ㊞
監 査 役（社外監査役）金 森 浩 之 ㊞
監 査 役（社外監査役）小 幡 朋 弘 ㊞

　 以 上
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株主総会参考書類
議案および参考事項
議 案 取締役９名選任の件

取締役全員８名は本総会終結の時をもって任期満了となりますので、社外取締役１
名を追加した取締役９名の選任をお願いしたいと存じます。

取締役候補者は、次のとおりであります。

候補者
番号

氏 名
（生年月日） 略歴、地位、担当及び重要な兼職の状況

所有する
当社の株
式数

１ 方
ほう

　 永
なが

　 義
よし

（1970年10月13日生）

1999年 1 月 株式会社永輝商事設立
2006年 ９ 月 同社代表取締役就任
2010年12月 当社代表取締役社長就

任（現任）
2015年12月 艾爾斯半導體股份有限

公司 董事長就任（現
任）

2018年 １ 月 北京有研RS半導体科技
有限公司 董事長就任
(現任）

　
805,800株

２ 本
ほん

　郷
ごう

　邦
くに

　夫
お

（1951年8月15日生）

1976年 ４ 月 ラサ工業株式会社入社
2005年 ７ 月 同社三本木工場 工場

長
2009年 ７ 月 同社電子材料事業部長
2011年 １ 月 当社取締役事業本部長

就任（現任）
2014年 ２ 月 艾爾斯半導體股份有限

公司 董事就任(現任）
2018年 １ 月 北京有研RS半導体科技

有限公司 董事就任(現
任）

　
185,000株
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３ 鈴
すず

　木
き

　正
まさ

　行
ゆき

（1951年8月13日生）

1970年 ４ 月 有限会社鈴木不動産商
事入社

1977年 ８ 月 嘉藤建設株式会社入社
1983年 ８ 月 サクラ産業株式会社入

社
2009年 ３ 月 株式会社永輝商事入社
2010年12月 当社取締役管理本部長

就任（現任）
2012年 ９ 月 株式会社永輝商事取締

役就任
2015年12月 艾爾斯半導體股份有限

公司 董事就任（現任）

2018年 １ 月 北京有研RS半導体科技
有限公司 董事就任(現
任）

　
233,000株
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候補者
番号

氏 名
（生年月日） 略歴、地位、担当及び重要な兼職の状況

所有する
当社の株
式数

４ 近
こん

　藤
どう

　淳
あつ

　行
ゆき

（1962年12月20日生）

1987年 ４ 月 日本システムウエア株式会社
入社

1994年 ９ 月 株式会社チュンソフト入社
海外事業室長

1997年 ９ 月 ラサ工業株式会社入社
2011年 １ 月 当社取締役就任（現任）

　
85,600株

５ 遠
えん

　 藤
どう

　 智
さとる

（1971年３月27日生）

1991年 ４ 月 ラサ工業株式会社入社

2011年 １ 月 当社製造部長

2017年 ４ 月 当社取締役製造部長（現任）

　
69,400株

６ 蔵
くら

　 本
もと

　 誠
まこと

　
（1958年1月17日生）

1986年 ４ 月 大阪チタニウム製造株式会社

2002年 ２ 月 株式会社SUMCO結晶技術部
長就任

2006年 ６ 月 住友商事株式会社金属素材開
発副部長

2018年 ４ 月 当社取締役就任（現任）

　 －株
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候補者
番号

氏 名
（生年月日） 略歴、地位、担当及び重要な兼職の状況

所有する
当社の株
式数

７ 渡
わた

　邉
なべ

　泰
やす

　紀
のり

（1950年8月19日生）

2001年 ４ 月 株式会社日立製作所半導体グ
ループビジネス企画本部本部
長

2004年 ４ 月 株式会社ルネサス販売取締役
販売企画本部本部長

2009年 ６ 月 株式会社ルネサス北日本セミ
コンダクタ監査役就任

2013年 ７ 月 エヌ・ビー・ワイ・インター
ナショナル個人事業主（現
任）

2014年12月 当社取締役就任（現任）

　 －株

８ 内
うつ

　 海
み

　 忠
ただし

（1943年11月17日生）

1969年 ４ 月 沖電気工業株式会社入社
1996年 ４ 月 同社システムＬＳＩ事業部長

2000年 １ 月 株式会社沖マイクロデザイン
代表取締役社長就任

2015年 ３ 月 当社取締役就任（現任）

2017年 ４ 月 一般社団法人半導体産業人協
会理事長就任（現任）

　 －株

９
重
しげ

　 本
もと

　 彰
あき

　 子
こ

（1971年2月26日生）
新任

2005年 ５ 月 金融庁証券取引等監視委員会
事務局証券検査官

2011年 ５ 月 米国ラトガース大学Ethical
Leadership研究所研究員

2013年 ５ 月 米国ラトガース大学ビジネス
スクール講師

2017年 ５ 月 公益財団法人地球環境戦略研
究機関主任研究員

2019年 ９ 月 早稲田大学大学院経営管理研
究科准教授(現任）

　 －株

（注）１．取締役候補者と当社との間には、特別の利害関係はありません。
２．取締役候補者方永義氏は当社の経営を支配している者であります。
３．渡邉泰紀氏、内海忠氏、重本彰子氏は社外取締役候補者であります。
４．社外取締役候補者の選任理由

(1)渡邉泰紀氏は、長年にわたる半導体業界に於ける豊富な経験と人脈を有
し、同氏を社外取締役に選任することにより、経営の透明性の向上及び
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監督機能の強化に繋がるものと判断し、社外取締役候補者として選任を
お願いするものであります。

(2)内海忠氏は、長年にわたる半導体業界に於けるエンジニアとしての研究
開発を中心とした豊富な経験と深い見識をもって、当社の経営監督機能
の強化を図っていただくため、社外取締役候補者として選任をお願いす
るものであります。

(3)重本彰子氏は、長年にわたる日米の産学官における実務及び研究を通じ
て、経営戦略や会計、監査、企業不正などに関する豊富な経験と見識を
有しており、当社の経営監督機能の強化を図っていただくため、社外取
締役候補者として選任をお願いするものであります。

５．社外取締役候補者が取締役に就任してからの年数
　(1)渡邉泰紀氏の社外取締役の在任期間は、本総会終結の時をもって６年３

ヶ月であります。
　(2)内海忠氏の社外取締役の在任期間は、本総会終結の時をもって６年であ

ります。
６．渡邉泰紀氏及び内海忠氏は、株式会社東京証券取引所の定めに基づく独立

役員として届け出ております。本総会において、両氏の選任が承認された
場合は、当社は引き続き両氏を独立役員とする予定であります。また、重
本彰子氏の選任が承認された場合も独立役員として届け出る予定でありま
す。

７．当社は現行定款において、取締役（業務執行取締役等であるものを除く）
との間に会社法第423条第１項の損害賠償責任を法令が定める最低責任限
度額に限定する契約を締結できる旨を定めており、当該責任限定契約を締
結しております。渡邉泰紀氏、内海忠氏の選任が承認された場合には、当
該責任限定契約を継続する予定であります。また、重本彰子氏の選任が承
認された場合には、同氏との間で、同様の責任限定契約を締結する予定で
あります。

８．当社は役員等賠償責任保険契約を保険会社との間で締結し、被保険者が職
務の執行に関し責任を負うこと又は当該責任の追及に係る請求を受けるこ
とによって負担することになる損害を当該保険契約により填補することと
しております。候補者は、当該保険契約の被保険者に含められることとな
ります。また、次回更新時には同内容での更新を予定しております。

　 以 上
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〈メ モ 欄〉
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東急大井町線大井町駅 JR大井町駅改札口

イトーヨーカドー

至 大崎・恵比寿

至 下神明・二子玉川
至 品川・東京

至 川崎・横浜

至 新木場

城南信用金庫

静岡銀行静岡銀行
みずほ銀行みずほ銀行

駅前中央通り

大井
光学
通り

阪急大井町

アワーズイン
阪急

（シングル館）

アワーズイン
阪急

（シングル館）
アワーズイン
阪急
（ツイン館）

A2
出口

改札口

三菱UFJ 銀行

ガーデン

中央

西口改札 東口改札

り
ん
か
い
線
大
井
町
駅

JR
京
浜
東
北
線

大
井
町
駅

き
ゅ
り
あ
ん

エ
レ
ベ
ー
タ
ー

株主総会会場ご案内図
会 場 東京都品川区大井１－50－５

アワーズイン阪急
ツイン館４階
電話 03－3775－6121

交 通  「大井町駅」徒歩１分
　 ＜京浜東北線＞中央改札口を出て右側(中央西方面①）の階段をご利用く
　 ださい。
　 ＜りんかい線＞改札を出て右側(A2出口)のエスカレーターをご利用くださ
　 い。
　 ＜東急大井町線＞改札口を出て右側にJR線に沿って直進ください。



＜新型コロナウイルスに関するお知らせ＞
　新型コロナウイルスの感染が広がっております。本株主総会にご出席される株主様
は、株主総会開催日現在の感染状況やご自身の体調をお確かめのうえ、マスク着用な
どの感染予防にご配慮いただき、ご来場賜りますようお願い申し上げます。
　また、本株主総会会場において、感染予防のための措置を講じる場合もありますの
で、ご協力のほどお願い申し上げます。

※昨年から、株主総会ご出席株主様へのお土産を取りやめさせていただいております。
何卒ご理解くださいますようお願い申し上げます。


